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○
内
閣
府
令
第
三
十
号

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式

及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

人
直

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
五
十
八
条
の
二
」
を
「
第
五
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
七
項
中
「
当
該
特
別
目
的
会
社
に
対
す
る
出
資
者
及
び
」
を
削
り
、
「
こ
の
項
に
お
い
て
「
出
資
者
等
」
を
「

「
譲
渡
会
社
等
」
に
、
「
出
資
者
等
の
」
を
「
譲
渡
会
社
等
の
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
九
第
二
号
中
「
出
資
者
等
（
当
該
特
別
目
的
会
社
に
対
す
る
出
資
者
及
び
当
該
特
別
目
的
会
社
に
資
産
を
譲
渡
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し
た
会
社
等
を
い
う
。
）
」
を
「
譲
渡
会
社
等
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
連
結
会
計
年
度
（
」
を
「
事
業
年
度
（
」
に
、
「
当
連
結
会
計
年
度
」
を
「
当
事
業
年
度
」
に
、
「
前

連
結
会
計
年
度
」
を
「
前
事
業
年
度
」
に
、
「
連
結
財
務
諸
表
（
」
を
「
財
務
諸
表
（
」
に
、
「
前
連
結
財
務
諸
表
」
を
「

前
財
務
諸
表
」
に
、
「
当
連
結
財
務
諸
表
」
を
「
当
財
務
諸
表
」
に
、
「
最
近
連
結
会
計
年
度
」
を
「
最
近
事
業
年
度
」
に

、
「
連
結
財
務
諸
表
と
し
て
」
を
「
財
務
諸
表
と
し
て
」
に
改
め
、
附
則
第
四
項
中
「
前
連
結
財
務
諸
表
」
を
「
前
財
務
諸

表
」
に
、
「
第
八
条
の
三
」
を
「
第
六
条
」
に
、
「
当
連
結
財
務
諸
表
」
を
「
当
財
務
諸
表
」
に
改
め
る
。

（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
三
節
中
第
四
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
別
目
的
会
社
の
債
務
等
の
区
分
表
示
）

第
四
十
一
条
の
二

連
結
の
範
囲
に
含
め
た
特
別
目
的
会
社
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
別
目
的
会
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社
を
い
う
。
）
が
有
す
る
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
債
務
（
当
該
特
別
目
的
会
社
の
資
産
の
全
部
又
は
一
部
及
び
当
該
資
産
か
ら
生

じ
る
収
益
の
み
を
返
済
原
資
と
し
、
当
該
資
産
以
外
の
資
産
及
び
当
該
収
益
以
外
の
収
益
に
遡
及
し
な
い
債
務
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
社
債
又
は
借
入
金
そ
の
他
の
負
債
の
項
目
ご
と
に
当
該
ノ
ン
リ
コ
ー
ス

債
務
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
流
動
負
債
又
は
固
定
負
債
に
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ノ
ン

リ
コ
ー
ス
債
務
を
社
債
又
は
借
入
金
そ
の
他
の
負
債
を
示
す
科
目
（
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
債
務
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を

除
く
。
）
に
含
め
て
掲
記
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
記
す
る
場
合
に
は
、
社
債
又
は
借
入
金
そ
の
他
の
負
債
を
示
す
科
目
ご
と
に
ノ
ン
リ

コ
ー
ス
債
務
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

ノ
ン
リ
コ
ー
ス
債
務
に
対
応
す
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
の
科
目
及
び
そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

様
式
第
九
号
記
載
上
の
注
意

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

。

た
だ
し

社
債
が
ノ
ン
リ
コ

ス
債
務
に
該
当
す
る
場
合
に
は
別
に
注
記
す
る
こ
と

ー

、

様
式
第
九
号
記
載
上
の
注
意
中

を

と
し
、

を

と
し
、
９
を

と
し
、
８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

12

10

11

10
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９
特
別
目
的
会
社

財
務
諸
表
等
規
則
第
８
条
第
７
項
に
規
定
す
る
特
別
目
的
会
社
を
い
う

の
発
行
し
て
い
る

．
。

（

）。
。

社
債
が
ノ
ン
リ
コ

ス
債
務

第
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
ノ
ン
リ
コ

ス
債
務
を
い
う

に
お
い
て
同
じ

ー

（

ー

12
41

。

）に
該
当
す
る
場
合
に
は

欄
外
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と

、

様
式
第
十
号
記
載
上
の
注
意
１
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意
１
に
次
の
よ
う
に
加

第
６
号
に
お
い
て

以
下

え
る
。

た
だ
し

ノ
ン
リ
コ

ス
債
務

第
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
ノ
ン
リ
コ

ス
債
務
を
い
う

６
に
お
い
て

ー

（

41

ー

。

、に
つ
い
て

短
期
借
入
金

リ
ス
債
務

長
期
借
入
金
及
び
そ
の
他
有
利
子
負
債
と
は
別
に
科
目
ご

同
じ

は
。

）

ー

、
、

、

。

と
に
区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と

様
式
第
十
号
記
載
上
の
注
意
６
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

た
だ
し

ノ
ン
リ
コ

ス
債
務

１
年
以
内
に
返
済
予
定
の
も
の
を
除
く

に
係
る
連
結
決
算
日
後
５
年
内
に

ー

（

）

。

、

お
け
る
１
年
ご
と
の
返
済
予
定
額
の
総
額
に
つ
い
て
は

リ
ス
債
務

長
期
借
入
金
及
び
そ
の
他
有
利
子
負
債
と

ー

、
、

。

は
別
に
科
目
ご
と
に
区
分
し
て
注
記
す
る
こ
と

（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
三
条

中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
十
三
条
」
を
「
第
四
十
三
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
三
節
中
第
四
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
別
目
的
会
社
の
債
務
等
の
区
分
表
示
）

第
四
十
三
条
の
二

連
結
財
務
諸
表
規
則
第
四
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
連
結
の
範
囲
に
含
め
た
特
別
目
的
会
社
（
財
務
諸

表
等
規
則
第
八
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
別
目
的
会
社
を
い
う
。
）
が
有
す
る
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
債
務
（
連
結
財
務
諸
表
規

則
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
債
務
を
い
う
。
）
及
び
当
該
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
債
務
に
対
応
す
る

資
産
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
四
半
期
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

四
半
期
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
十
七
条
の
二
」
を
「
第
四
十
七
条
」
に
改
め
る
。
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第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中
「
四
半
期
会
計
期
間
及
び
」
を
削
る
。

「
第
六
節

雑
則
」
を
「
第
七
節

雑
則
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
中
「
場
合
に
は
」
の
下
に
「
、
四
半
期
累
計
期
間
に
係
る
四
半
期
損
益
計
算
書
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。

（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
七
十
七
条
・
第
七
十
八
条
」
を
「
第
七
十
七
条
―
第
七
十
八
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
（
次
条
第
一
項
に
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
八
十
一
条
中
「
場
合
に
は
」
の
下
に
「
、
四
半
期
連
結
累
計
期
間
に
係
る
四
半
期
連
結
損
益
計
算
書
に
お
い
て
」
を
加

え
る
。附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
第
八
条
第
七
項
及
び

第
八
条
の
九
第
二
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
三
年
四
月

一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
新
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度

に
係
る
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
連
結
財

務
諸
表
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
旧
財
務
諸
表
等

規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
特
別
目
的
会
社
を
初
め
て
連
結
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の
範
囲
に
含
め
た
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
当
該
連
結
の
範
囲
の
変
更
は
、
会
計
方
針
の
変
更
（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、

様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
十
九
号

に
規
定
す
る
会
計
方
針
の
変
更
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
財
務

諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
第
八
条
の
三
第
三
項
（
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規

定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
適
用
初

年
度
の
期
首
に
お
け
る
利
益
剰
余
金
に
対
す
る
影
響
額
」
と
す
る
。

（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
新
中
間
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
中
間

連
結
会
計
期
間
に
係
る
中
間
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
中
間
連
結
会
計
期
間
に
係
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
中
間
連
結
会
計
期
間
に
係
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
新
中
間
連
結
財
務
諸
表
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

旧
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
特
別
目
的
会
社
を
初
め
て
連
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結
の
範
囲
に
含
め
た
中
間
連
結
会
計
期
間
に
お
け
る
当
該
連
結
の
範
囲
の
変
更
は
、
会
計
方
針
の
変
更
（
中
間
連
結
財
務
諸

表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
間
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
三
十
六
号
に
規
定
す
る
会
計
方
針
の
変
更
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
中
間
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
第
十
一
条
の
二

に
お
い
て
準
用
す
る
中
間
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
第
五
条
第
三
項
（
第
四
号
か
ら
第
六

号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
に

掲
げ
る
事
項
及
び
適
用
初
年
度
の
期
首
に
お
け
る
利
益
剰
余
金
に
対
す
る
影
響
額
」
と
す
る
。

（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

旧
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
特
別
目
的
会
社
を
初
め

て
連
結
の
範
囲
に
含
め
た
連
結
会
計
年
度
に
属
す
る
四
半
期
連
結
会
計
期
間
に
お
け
る
当
該
連
結
の
範
囲
の
変
更
は
、
会
計

方
針
の
変
更
（
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
四
半
期

連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
十
一
号
に
規
定
す
る
会
計
方
針
の
変
更
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
四
半

期
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
第
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
四
半
期
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る

規
則
第
五
条
第
三
項
（
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。


